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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｍｇを０．０３質量％以上１．５質量％以下、Ｓｉを０．０２質量％以上２．０質量％
以下、Ｆｅを０．１質量％以上０．６質量％以下含有し、残部がＡｌおよび不純物からな
り、Ｍｇ２Ｓｉ析出物がアスペクト比２．０～６．０の針状であり、伸びが５％以上であ
ることを特徴とするアルミニウム合金線。
【請求項２】
　さらに、Ｚｒを０．０１質量％以上０．０５質量％以下含有し、Ｆｅの含有量が０．１
質量％以上０．３質量％以下であることを特徴とする請求項１に記載のアルミニウム合金
線。
【請求項３】
　さらに、Ｔｉを０．０８質量％以下含有することを特徴とする請求項１または２に記載
のアルミニウム合金線。
【請求項４】
　さらに、Ｂを０．０１６質量％以下含有することを特徴とする請求項３に記載のアルミ
ニウム合金線。
【請求項５】
　転位密度が、５．０×１０９ｃｍ－２以下であることを特徴とする請求項１から４のい
ずれか１項に記載のアルミニウム合金線。
【請求項６】
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　径方向断面の３５０×４２５ｎｍの範囲内における、粒径５～５０ｎｍの前記Ｍｇ２Ｓ
ｉ析出物の量が、１００個以上であることを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に
記載のアルミニウム合金線。
【請求項７】
　前記Ｍｇ２Ｓｉ析出物の長さが、４０ｎｍ未満であることを特徴とする請求項１から６
のいずれか１項に記載のアルミニウム合金線。
【請求項８】
　前記Ｍｇ２Ｓｉ析出物が、軸方向に沿って配向していることを特徴とする請求項１から
７のいずれか１項に記載のアルミニウム合金線。
【請求項９】
　引張強さが１５０ＭＰａ以上、導電率が４０％ＩＡＣＳ以上であることを特徴とする請
求項１から８のいずれか１項に記載のアルミニウム合金線。
【請求項１０】
　線径が０．５ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１から９のいずれか１項に記載の
アルミニウム合金線。
【請求項１１】
　前記伸びは、１０％以上であることを特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に記
載のアルミニウム合金線。
【請求項１２】
　請求項１から１１のいずれか１項に記載のアルミニウム合金線を複数本撚り合わせてな
ることを特徴とするアルミニウム合金撚線。
【請求項１３】
　径方向に圧縮成形されてなることを特徴とする請求項１２に記載のアルミニウム合金撚
線。
【請求項１４】
　請求項１から１１のいずれか１項に記載のアルミニウム合金線を含む導体の外周を絶縁
被覆で覆ってなることを特徴とする被覆電線。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の被覆電線の導体に端子金具が取り付けられてなることを特徴とする
ワイヤーハーネス。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電線の導体として好適なアルミニウム合金線およびアルミニウム合金撚線と
、これらを導体として用いた被覆電線およびワイヤーハーネスに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　自動車用電線などの電線の導体として、アルミニウム合金線を用いることが提案されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５６０７８５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来のアルミニウム合金線は、例えば線径０．５ｍｍ以下といった極細
線とした場合に、十分な強度を有していなかった。また、端子金具を接続したときの衝撃
強度が十分ではなかった。
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【０００５】
　本発明の解決しようとする課題は、端子金具を接続したときの衝撃強度に優れるアルミ
ニウム合金線、アルミニウム合金撚線、被覆電線およびワイヤーハーネスを提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため本発明に係るアルミニウム合金線は、Ｍｇを０．０３質量％以
上１．５質量％以下、Ｓｉを０．０２質量％以上２．０質量％以下、Ｆｅを０．１質量％
以上０．６質量％以下含有し、残部がＡｌおよび不純物からなり、Ｍｇ２Ｓｉ析出物がア
スペクト比２．０～６．０の針状であることを要旨とするものである。
【０００７】
　本発明に係るアルミニウム合金線は、さらにＺｒを０．０１質量％以上含有することが
好ましい。また、さらにＴｉを０．０８質量％以下含有することが好ましい。また、さら
にＢを０．０１６質量％以下含有することが好ましい。
【０００８】
　本発明に係るアルミニウム合金線は、転位密度が５．０×１０９ｃｍ－２以下であるこ
とが好ましい。また、径方向断面の３５０×４２５ｎｍの範囲内における、粒径５～５０
ｎｍの前記Ｍｇ２Ｓｉ析出物の量が１００個以上であることが好ましい。また、前記Ｍｇ

２Ｓｉ析出物の長さが４０ｎｍ未満であることが好ましい。また、前記Ｍｇ２Ｓｉ析出物
が軸方向に沿って配向していることが好ましい。
【０００９】
　本発明に係るアルミニウム合金線は、引張強さが１５０ＭＰａ以上、伸びが５％以上、
導電率が４０％ＩＡＣＳ以上であることが好ましい。本発明に係るアルミニウム合金線は
、線径が０．５ｍｍ以下であってもよい。
【００１０】
　そして、本発明に係るアルミニウム合金撚線は、本発明に係るアルミニウム合金線を複
数本撚り合わせてなることを要旨とするものである。
【００１１】
　本発明に係るアルミニウム合金撚線は、径方向に圧縮成形されていてもよい。
【００１２】
　そして、本発明に係る被覆電線は、本発明に係るアルミニウム合金線を含む導体の外周
を絶縁被覆で覆ってなることを要旨とするものである。
【００１３】
　また、本発明に係るワイヤーハーネスは、本発明に係る被覆電線の導体に端子金具が取
り付けられてなることを要旨とするものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係るアルミニウム合金線によれば、Ｍｇを０．０３質量％以上１．５質量％以
下、Ｓｉを０．０２質量％以上２．０質量％以下、Ｆｅを０．１質量％以上０．６質量％
以下含有し、残部がＡｌおよび不純物からなり、Ｍｇ２Ｓｉ析出物がアスペクト比２．０
～６．０の針状であることで、高導電率で強度と伸びに優れるとともに、加工硬化による
強度向上により、端子金具を接続したときの衝撃強度に優れる。
【００１５】
　この際、さらにＺｒを０．０１質量％以上含有すると、伸びが向上する。また、さらに
Ｔｉを０．０８質量％以下含有すると、結晶組織を微細にし、伸びが向上する。Ｔｉとと
もにＢを０．０１６質量％以下含有すると、結晶組織の微細化効果がさらに向上する。
【００１６】
　また、転位密度が５．０×１０９ｃｍ－２以下であると、加工硬化にすぐれ、端子金具
を接続したときの衝撃強度が向上する。そして、Ｍｇ２Ｓｉ析出物の量が所定量以上であ
ると、析出強化による強度向上に優れる。また、Ｍｇ２Ｓｉ析出物の長さが４０ｎｍ未満
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であると、高強度と高伸びが両立でき、衝撃強度に優れる。また、Ｍｇ２Ｓｉ析出物が軸
方向に沿って配向していると、安定した衝撃強度を得ることができる。
【００１７】
　そして、引張強さが１５０ＭＰａ以上、伸びが５％以上、導電率が４０％ＩＡＣＳ以上
であると、高導電率で強度と伸びに優れる。
【００１８】
　そして、本発明に係るアルミニウム合金撚線、被覆電線、ワイヤーハーネスによれば、
高導電率で強度と伸びに優れるとともに、加工硬化による強度向上により、端子金具を接
続したときの衝撃強度に優れる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態に係る被覆電線の模式図（ａ）とＡ－Ａ線断面図（ｂ）であ
る。
【図２】図１（ｂ）に示すアルミニウム合金撚線（導体）を圧縮成形した被覆電線の断面
図である。
【図３】端子金具を接続したときの衝撃強度を測定する試験方法の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　次に、本発明の実施形態について詳細に説明する。
【００２１】
　本発明に係るアルミニウム合金線において、アルミニウム合金は、添加元素としてＭｇ
およびＳｉを必須の元素とするＡｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系合金である。いわゆる６０００系アル
ミニウム合金であり、Ｍｇ２Ｓｉを析出物とする析出強化型のアルミニウム合金である。
本発明に係るアルミニウム合金線において、Ｍｇ，Ｓｉ，Ｆｅは必須の添加成分であり、
Ｚｒ，Ｔｉ，Ｂは任意の添加成分である。
【００２２】
　Ｍｇは、Ａｌに固溶または析出して存在することで、強度向上に貢献する。Ｍｇは、強
度の向上効果が高い元素であり、特に、Ｓｉと同時に特定の範囲で含有することで、時効
硬化による強度の向上を効果的に図ることができる。Ｍｇの含有量は、強度向上の観点か
ら、０．０３質量％以上である。好ましくは０．２質量％以上、より好ましくは０．３質
量％以上である。一方、Ｍｇの添加による導電率や伸びの低下を抑える観点から、Ｍｇの
含有量は１．５質量％以下である。好ましくは０．９質量％以下、より好ましくは０．８
質量％以下である。
【００２３】
　Ｓｉは、Ａｌに固溶または析出して存在することで、強度向上に貢献する。Ｍｇと同時
に特定の範囲で含有することで、時効硬化による強度の向上を効果的に図ることができる
。Ｓｉの含有量は、強度向上の観点から、０．０２質量％以上である。好ましくは０．１
質量％以上、より好ましくは０．３質量％以上である。一方、Ｓｉの添加による導電率や
伸びの低下を抑える観点から、Ｓｉの含有量は２．０質量％以下である。好ましくは１．
５質量％以下、より好ましくは０．８質量％以下である。
【００２４】
　Ｆｅは、Ａｌ合金の結晶を微細化し、伸びの向上に貢献する。また、強度の向上にも効
果がある。伸び、強度の向上の観点から、Ｆｅの含有量は０．１質量％以上である。好ま
しくは０．１５質量％以上である。一方、導電率の低下を抑える観点から、Ｆｅの含有量
は０．６質量％以下である。好ましくは０．３質量％以下である。
【００２５】
　Ｚｒは、Ａｌ合金の結晶を微細化し、伸びの向上に貢献する。Ｚｒは、微細化効果や伸
びの向上効果が大きく、極微量でも伸びを向上することができる。また、製造時や使用時
の熱履歴を受けても、結晶粒を成長し難くし、結晶粒を微細な状態に維持し易くする。つ
まり、高温強度や耐熱性といった高温特性にも貢献する。Ｚｒの含有量は、伸びの向上効
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果に優れるなどの観点から、０．０１質量％以上が好ましい。より好ましくは０．０２質
量％以上である。一方、導電率の低下や鋳造時の割れを抑えるなどの観点から、Ｚｒの含
有量は０．４質量％以下が好ましい。より好ましくは０．２質量％以下、さらに好ましく
は０．１質量％以下である。
【００２６】
　Ｔｉは、鋳造時のＡｌ合金の結晶組織を微細にする効果がある。微細化効果の観点から
、Ｔｉの含有量は０．００５質量％以上が好ましい。一方、導電率の低下を抑えるなどの
観点から、Ｔｉの含有量は０．０８質量％以下が好ましい。より好ましくは０．０５質量
％以下、さらに好ましくは０．０２質量％以下である。
【００２７】
　Ｂは、鋳造時のＡｌ合金の結晶組織を微細にする効果がある。ＴｉとともにではなくＢ
単独で用いてもよいが、Ｔｉとともに用いるほうが、Ｔｉ単独あるいはＢ単独で用いるよ
りも微細化効果に優れる。微細化効果の観点から、Ｂの含有量は０．０００５質量％以上
が好ましい。より好ましくは０．００１質量％以上である。一方、導電率の低下を抑える
などの観点から、Ｂの含有量は０．０１６質量％以下が好ましい。より好ましくは０．０
１質量％以下である。
【００２８】
　本発明に係るアルミニウム合金線において、Ｍｇ２Ｓｉ析出物は針状である。そのアス
ペクト比は２．０～６．０の範囲内である。これにより、加工硬化に優れるようになり、
端子金具を接続する際の加工硬化によって強度が向上し、衝撃強度に優れるようになる。
端子金具を接続する際には、アルミニウム合金線は圧着により圧縮され、断面欠損により
強度が低下する。圧縮時に加工硬化することで、この強度低下を補い、衝撃強度に優れる
ようになる。本発明に係るアルミニウム合金線において、例えば熱処理条件を細かく設定
することで、Ｍｇ２Ｓｉ析出物を針状とし、さらにそのアスペクト比を特定範囲内にする
ことができる。
【００２９】
　上記アスペクト比は、Ｍｇ２Ｓｉ析出物の長さおよび幅を計測し、その比で表すことが
できる。Ｍｇ２Ｓｉ析出物の長さは、Ｍｇ２Ｓｉ析出物の粒子における最大長さ（長軸）
である。Ｍｇ２Ｓｉ析出物の幅は、長軸に直交する方向における最大長さ（短軸）である
。
【００３０】
　本発明に係るアルミニウム合金線において、結晶粒内のＭｇ２Ｓｉ析出物の長軸は、４
０ｎｍ未満であることが好ましい。より好ましくは３５ｎｍ以下、さらに好ましくは３０
ｎｍ以下である。Ｍｇ２Ｓｉ析出物の長軸が４０ｎｍ未満であると、結晶粒内でのピンニ
ング効果で強度上昇が起こり、さらに転位が蓄積しにくいため、伸びも両立できる。一方
、Ｍｇ２Ｓｉ析出物の長軸は、２ｎｍ以上であることが好ましい。より好ましくは３ｎｍ
以上、さらに好ましくは５ｎｍ以上である。Ｍｇ２Ｓｉ析出物の長軸が２ｎｍ以上である
と、アルミニウム合金線の変形時にＭｇ２Ｓｉ析出物が破損（折れ等）による強度低下の
恐れがなくなる。本発明に係るアルミニウム合金線において、例えば熱処理条件を細かく
設定することで、Ｍｇ２Ｓｉ析出物の長軸を特定範囲内にすることができる。
【００３１】
　本発明に係るアルミニウム合金線において、Ｍｇ２Ｓｉ析出物は、強度向上に貢献する
。強度向上などの観点から、Ｍｇ２Ｓｉ析出物の量は、径方向断面の３５０×４２５ｎｍ
の範囲内において１００個以上であることが好ましい。より好ましくは１５０個以上であ
る。一方、析出物が多くなると強度は向上するが、伸びが低下することや加工硬化しにく
くなるなどの観点から、Ｍｇ２Ｓｉ析出物の量は、径方向断面の３５０×４２５ｎｍの範
囲内において１０００個以下であることが好ましい。より好ましくは８００個以下である
。Ｍｇ２Ｓｉ析出物の量は、添加元素の添加量、製造条件（軟化条件、時効条件、工程順
など）により特定範囲内にすることができる。
【００３２】
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　Ｍｇ２Ｓｉ析出物の長さ、幅、アスペクト比、量（個数）は、粒径５～５０ｎｍのＭｇ

２Ｓｉ析出物について計測する。粒径は、長軸の長さで表される。これらの計測は、アル
ミニウム合金線の径方向断面の３５０×４２５ｎｍの範囲を透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）
で観察することにより行うことができる。ＴＥＭ観察は、同一試料においてＭｇ２Ｓｉ析
出物が確認できる場所の５視野以上で行う。Ｍｇ２Ｓｉ析出物の長さ、幅、アスペクト比
は、観測される粒径５～５０ｎｍのＭｇ２Ｓｉ析出物のすべてについて計測し、その平均
値で表す。Ｍｇ２Ｓｉ析出物の量（個数）は、観察する５視野以上の視野の平均値で表す
。なお、粒径５０ｎｍ超のＭｇ２Ｓｉ析出物は、粗大で、強度に効かないＭｇ２Ｓｉ析出
物である。粒径５０ｎｍ超のＭｇ２Ｓｉ析出物は、視野１６μｍ×６．８μｍの範囲でＴ
ＥＭで観察することにより計測することができる。ＴＥＭ観察は、同一試料において粗大
なＭｇ２Ｓｉ析出物が確認できる場所の５視野以上で行うことができる。粒径５０ｎｍ超
の粗大なＭｇ２Ｓｉ析出物は、５０個以下が好ましい。
【００３３】
　本発明に係るアルミニウム合金線において、Ｍｇ２Ｓｉ析出物は、アルミニウム合金線
の軸方向に沿って配向していることが好ましい。これにより、強度が向上する。
【００３４】
　本発明に係るアルミニウム合金線において、アルミニウム合金は、転位が少ないことが
好ましい。転位が少ないと、加工硬化に優れる。転位密度としては、５．０×１０９ｃｍ
－２以下であることが好ましい。より好ましくは１．０×１０９ｃｍ－２以下である。転
位は、熱処理により少なくすることができる。転位密度は、アルミニウム合金線から作製
した薄膜を透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）で観察し、Ｈａｍの式によって算出することがで
きる。
【００３５】
　本発明に係るアルミニウム合金線は、導電性、強度、伸びに優れ、引張強さ（室温）１
５０ＭＰａ以上、導電率４０％ＩＡＣＳ以上、伸び（室温）５％以上を満たす。引張強さ
および導電率は高いほどよいが、伸びとのバランスを考慮すると、引張強さ（室温）の上
限は４００ＭＰａ程度であり、導電率の上限は６０％ＩＡＣＳ程度である。引張強さおよ
び伸びは、ＪＩＳ　Ｚ　２２４１(金属材料引張試験方法、１９９８)に準拠して、汎用の
引張試験機を用いて測定することができる。伸びは、破断時の伸びである。導電率(％Ｉ
ＡＣＳ)は、ブリッジ法により測定することができる。引張強さ、伸び、導電率は、添加
元素の種類、添加量、製造条件（軟化条件、時効条件、工程順など）により特定範囲内に
することができる。
【００３６】
　本発明に係るアルミニウム合金線は、線径０．５ｍｍ以下の極細線とすることができる
。例えば自動車用電線の導体に利用する場合、線径は０．１ｍｍ以上０．４ｍｍ以下とす
ることができる。
【００３７】
　本発明に係るアルミニウム合金線は、複数本を撚り合わせた撚線（本発明に係るアルミ
ニウム合金撚線）とすることができる。このような撚線にすると、より屈曲性に優れる。
また、屈曲性を高めたまま、高強度、高い衝撃特性を確保することができる。また、線径
０．５ｍｍ以下の極細線とした場合にも、高強度、高い衝撃特性を確保することができる
。撚り合わせ本数は特に限定されるものではない。例えば７，１１，１９，３７，４９，
１３３本などが挙げられる。
【００３８】
　本発明に係るアルミニウム合金撚線は、径方向に圧縮成形（円形圧縮成形）することが
できる。これにより、アルミニウム合金線間の隙間を小さくし、撚線全体の線径を小さく
して、導体の小径化に寄与することができる。
【００３９】
　図１には、本発明の一実施形態に係るアルミニウム合金撚線の斜視図（ａ）およびその
Ａ－Ａ線断面図（ｂ）を示す。図２には、図１（ｂ）に示す導体を圧縮成形したアルミニ
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ウム合金撚線の断面図を示す。
【００４０】
　図１に示すように、アルミニウム合金撚線１２は、複数本（図１では、７本）のアルミ
ニウム合金線１６を撚り合わせてなる。図２に示すように、アルミニウム合金撚線１２は
、径方向に圧縮成形（円形圧縮成形）することができる。
【００４１】
　本発明に係るアルミニウム合金線は、１本のみで電線の導体を構成することができる。
また、２本以上により電線の導体を構成することができる。また、他の金属線と組み合わ
せて電線の導体を構成することができる。また、本発明に係るアルミニウム合金線を含む
、本発明に係るアルミニウム合金撚線を電線の導体とすることができる。このように、本
発明に係るアルミニウム合金線を含む導体を電線の導体とすることができる。そして、本
発明に係るアルミニウム合金線を含む導体の外周を絶縁被覆で覆うことで、本発明に係る
被覆電線が得られる。
【００４２】
　本発明に係る被覆電線において、絶縁被覆としては、特に限定されるものではない。塩
化ビニル樹脂（ＰＶＣ）、オレフィン系樹脂などの絶縁材料が挙げられる。絶縁材料中に
は、水酸化マグネシウム、臭素系難燃剤などの難燃剤が配合されていてもよい。
【００４３】
　図１には、本発明の一実施形態に係る被覆電線の斜視図（ａ）およびそのＡ－Ａ線断面
図（ｂ）を示す。図２には、図１（ｂ）に示す導体を圧縮成形した被覆電線の断面図を示
す。
【００４４】
　図１、２に示すように、本発明の一実施形態に係る被覆電線１０は、アルミニウム合金
撚線１２からなる導体の外周を絶縁被覆１４で覆ってなる。
【００４５】
　本発明に係る被覆電線の導体に端子金具を接続して、本発明に係るワイヤーハーネスを
構成することができる。端子金具は、導体端末に取り付けられる。端子金具は、圧着、溶
接などの各種接続方法により、導体に接続される。端子金具は、相手側端子金具と接続さ
れる。
【００４６】
　本発明に係るアルミニウム合金線は、熱処理によって析出させる析出物により強度を高
める熱処理型のアルミニウム合金からなり、アルミニウム合金材を用いて、少なくとも、
溶体化工程と、伸線工程と、時効工程と、を有する製造方法により製造することができる
。
【００４７】
　アルミニウム合金材は、所定の組成の合金溶湯を鋳造・圧延することにより得られる。
鋳造後のアルミニウム合金の結晶組織には、粗大な金属化合物が析出しており、粗大粒を
起点とする破断が起こりやすく、強度が低い。
【００４８】
　溶体化工程は、鋳造・圧延により得られたアルミニウム合金材に溶体化処理を行う。溶
体化処理は、アルミニウム合金材を固溶限温度以上の温度に加熱し、合金成分（固溶元素
、析出強化元素）を十分に固溶させた後、冷却して過飽和固溶状態にする。溶体化処理は
、合金成分を十分に固溶できる温度で行う。溶体化処理の温度は、４５０℃以上にすると
よい。溶体化処理の温度は、６００℃以下が好ましく、５５０℃以下がより好ましい。保
持時間は、合金成分を十分に固溶できるように、３０分以上であることが好ましい。また
、生産性の観点から、５時間以内であることが好ましい。より好ましくは３時間以内であ
る。
【００４９】
　溶体化処理の加熱過程後の冷却過程は急冷過程であることが好ましい。急冷とすること
で、固溶元素の過度な析出を防止することができる。冷却速度は、溶体化処理の温度から
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１００℃以下にするまでの時間が１０秒以内であることが好ましい。このような急冷は、
水などの液体に浸漬する、送風するなどの強制冷却により行うことができる。
【００５０】
　溶体化処理は、大気雰囲気、非酸化性雰囲気のいずれで行ってもよい。非酸化性雰囲気
は、真空雰囲気（減圧雰囲気）、窒素やアルゴンなどの不活性ガス雰囲気、水素含有ガス
雰囲気、炭酸ガス含有雰囲気などが挙げられる。非酸化性雰囲気で行うと、アルミニウム
合金材の表面に酸化被膜が形成されにくい。
【００５１】
　溶体化処理は、連続処理およびバッチ処理（非連続処理）のいずれで行ってもよい。連
続処理であると、長尺な線材の全長にわたって均一な条件で熱処理を行いやすいため、特
性のばらつきを小さくできる。加熱方法は特に限定されるものではなく、通電加熱、誘導
加熱、加熱炉を用いた加熱のいずれであってもよい。加熱方法が通電加熱や誘導加熱であ
ると、急加熱・急冷却しやすいため、短時間で溶体化処理を行いやすい。加熱方法が誘導
加熱であると、非接触方式であるため、アルミニウム合金材の傷付きを防止できる。
【００５２】
　伸線工程は、アルミニウム合金材に伸線加工を行って、鋳造・圧延材から電線素線を形
成する。電線素線は、電線導体を構成する線材であり、単線あるいは撚線を構成する。伸
線加工は、溶体化処理を行ったアルミニウム合金材に行う。したがって、伸線工程は、溶
体化工程の後の工程である。得られた伸線材は、所望の本数を撚り合わせることにより、
撚線とすることができる。得られた伸線材は、通常、単線のまま、あるいは、撚線とした
状態で、ドラムに巻きつけられ、次の処理が行われる。伸線工程が溶体化工程の前にある
と、溶体化工程において素線同士が融着するため、製造性が満足しない。
【００５３】
　時効工程は、アルミニウム合金材に時効処理を行う。時効処理は、溶体化処理したアル
ミニウム合金の合金成分（固溶元素、析出強化元素）を加熱することにより化合物として
析出させる。したがって、時効工程は、溶体化工程の後の工程である。また、伸線加工し
やすさから、時効工程は、伸線工程の後の工程とするのがよい。
【００５４】
　時効処理は、化合物の析出が可能な温度以上で行われるが、析出強化させる処理であり
、軟化しない条件で行われる。したがって、時効処理の温度は、０～２００℃の範囲内で
あることが好ましい。時効処理の温度が２００℃超では、アルミニウム合金材が軟化され
やすくなる。
【００５５】
　時効処理は、低温で長時間行うほうが、析出物が微細分散され、強度が得られやすくな
る。高温で行うと、析出物が粗大に不均一に析出し、強度が低下する。したがって、時効
処理は、０～２００℃の範囲内で、１～１００時間の範囲内で行うことが好ましい。これ
により、析出物が微細分散され、強度と導電性のバランスが良好となる。また、生産性の
観点から、１００～２００℃の範囲内で、１～２４時間の範囲内で行うことがより好まし
い。
【００５６】
　時効処理は、大気雰囲気、非酸化性雰囲気のいずれで行ってもよい。非酸化性雰囲気で
行うと、アルミニウム合金材の表面に酸化被膜が形成されにくい。時効処理は、連続処理
およびバッチ処理（非連続処理）のいずれで行ってもよい。連続処理であると、長尺な線
材の全長にわたって均一な条件で熱処理を行いやすいため、特性のばらつきを小さくでき
る。加熱方法は特に限定されるものではなく、通電加熱、誘導加熱、加熱炉を用いた加熱
のいずれであってもよい。加熱方法が誘導加熱であると、非接触方式であるため、アルミ
ニウム合金材の傷付きを防止できる。
【００５７】
　時効工程の前には、軟化工程を設けてもよい。つまり、軟化処理を行ったアルミニウム
合金材に時効処理を行ってもよい。軟化工程は、アルミニウム合金材に軟化処理を行う。



(9) JP 6102987 B2 2017.3.29

10

20

30

40

50

軟化処理は、伸線加工などの加工により生じた加工歪みの除去のために行われる。したが
って、軟化工程は、伸線工程の後の工程である。伸線加工を行ったアルミニウム合金材に
軟化処理を行う。軟化処理を行うことにより、熱処理型のアルミニウム合金材の一般的な
調質方法では得られない伸びが得られ、その結果、電線特性として屈曲性やワイヤーハー
ネスへの加工性（柔軟性の向上）、衝撃特性が得られる。
【００５８】
　軟化処理は、軟化に必要な温度以上の温度で行う。したがって、軟化処理の温度は、２
５０℃以上であることが好ましい。より好ましくは３００℃以上である。軟化処理の温度
が２５０℃未満では、アルミニウム合金材が十分に軟化されにくい。一方、生産性の観点
から、軟化処理の温度は６００℃以下であることが好ましい。より好ましくは５５０℃以
下である。
【００５９】
　軟化処理は、１０秒以内の短時間で行う。軟化処理の温度は、時効析出が起こる温度で
あり、粗大な析出物が生じる温度であるため、溶体化処理された熱処理型のアルミニウム
合金材において軟化処理の時間が長くなると、時効析出により強度が低下する。このため
、粗大な析出物が生じない（時効析出が起こらない）ように、極短時間で軟化処理を行う
必要があるからである。また、この観点から、軟化処理は、５秒以内の短時間であること
がより好ましい。
【００６０】
　軟化処理は、バッチ加熱方式により行うと、加熱時間が長くなるため、短時間で行うこ
とが難しい。そうすると、軟化と同時に時効析出が進行する。したがって、軟化処理は、
連続加熱方式により行うことが好ましい。また、連続加熱方式にすれば、長尺な線材の全
長にわたって均一な条件で熱処理を行いやすいため、特性のばらつきを小さくできる。連
続加熱方式としては、通電加熱方式、誘導加熱方式、炉加熱方式などが挙げられる。通電
加熱方式や誘導加熱方式であると、急加熱・急冷却しやすいため、短時間で溶体化処理を
行いやすい。誘導加熱方式であると、非接触方式であるため、アルミニウム合金材の傷付
きを防止できる。
【００６１】
　軟化処理の加熱過程後の冷却過程は急冷過程であることが好ましい。急冷とすることで
、固溶元素の過度な析出を防止することができる。冷却速度は、軟化処理の温度から１０
０℃以下にするまでの時間が１０秒以内であることが好ましい。このような急冷は、水な
どの液体に浸漬する、送風するなどの強制冷却により行うことができる。
【００６２】
　軟化処理は、大気雰囲気、非酸化性雰囲気のいずれで行ってもよい。非酸化性雰囲気は
、真空雰囲気（減圧雰囲気）、窒素やアルゴンなどの不活性ガス雰囲気、水素含有ガス雰
囲気、炭酸ガス含有雰囲気などが挙げられる。非酸化性雰囲気で行うと、アルミニウム合
金材の表面に酸化被膜が形成されにくい。
【００６３】
　以上に示すアルミニウム合金線の製造方法によれば、細径電線においても高強度で高導
電率を有しながら、伸びにも優れ、製造性も満足するアルミニウム電線が得られる。熱処
理型のアルミニウム合金材は金属化合物の析出強化によって優れた強度を発揮できるため
、添加元素による導電性の低下を抑えつつ強度向上を図ることができる。つまり、強度と
導電性を両立できる。そして、軟化処理を行うため、優れた伸びも確保できる。この軟化
処理は１０秒以内の短時間で行うため、軟化処理において粗大な金属化合物の析出が抑え
られ、強度低下が抑えられる。つまり、伸線加工による歪みを除去しつつ強度低下を抑え
る。そして、伸線加工は溶体化処理を行った後に行うため、素線同士の融着は発生しにく
く、製造性も満足する。この伸線加工が溶体化処理の後であるため、溶体化処理とは別の
、加工歪みを除去するための熱処理として軟化処理を伸線加工後に行う。
【実施例】
【００６４】
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　以下、本発明の実施例について説明する。
【００６５】
　表１に記載の合金組成からなる合金溶湯に鋳造および圧延を行い、φ９．５ｍｍのワイ
ヤーロッドとしてアルミニウム合金材を得た。得られたアルミニウム合金材を用い、溶体
化処理、伸線加工、軟化処理、時効処理を経て、所定の線径のアルミニウム合金線を作製
した。
【００６６】
（実施例１）
　線径０．１５５ｍｍのアルミニウム合金線を１９本束ねて撚りピッチ１６ｍｍで撚線と
し、円形圧縮成形を行わないで、図１のような形態のアルミニウム合金撚線を作製した。
得られたアルミニウム合金撚線に被覆厚０．２ｍｍで塩化ビニル樹脂を押出被覆し、被覆
電線を作製した。得られた被覆電線の導体に端子金具を圧着して、ワイヤーハーネスを作
製した。
【００６７】
（実施例２～７、比較例１～２）
　表１に記載の線径、本数、撚りピッチで、実施例１と同様にアルミニウム合金撚線を作
製した。実施例３、６、７では、円形圧縮成形を行い、図２のような形態のアルミニウム
合金撚線とした。また、実施例１と同様にして、被覆電線およびワイヤーハーネスを作製
した。
 
【００６８】
　得られたアルミニウム合金線について、引張強さ、伸び、導電率、転位密度、Ｍｇ２Ｓ
ｉ析出物の量、Ｍｇ２Ｓｉ析出物のアスペクト比、Ｍｇ２Ｓｉ析出物の長軸、短軸を測定
した。また、得られたワイヤーハーネスについて、端子圧着部における耐衝撃性を評価し
た。
【００６９】
（引張強さ、伸び）
　ＪＩＳ　Ｚ２２４１（金属材料引張試験方法、１９９８）に準拠して、汎用の引張試験
機を用いて測定した。
【００７０】
（導電率）
　ブリッジ法により測定した。
【００７１】
（転位密度）
　得られたアルミニウム合金線からＦＩＢ法で厚さ０．１５μｍの金属薄膜を形成し、透
過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）でこの金属薄膜を観察し、最も転位が確認できる箇所の７００
×８５０ｎｍの範囲を撮影した。この写真上に、縦横１０本ずつ平行線を引き、その平行
線の合計長さをＬ、平行線と転位との交点の数をＮ、試料の厚さをｔとし、転位密度ρを
、計算式ρ＝２Ｎ／（Ｌ×ｔ）より算出した。
【００７２】
（Ｍｇ２Ｓｉ析出物の量）
　得られたアルミニウム合金線の径方向断面を透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）で観察し、７
００×８５０ｎｍの範囲を撮影し、３５０×４２５ｎｍのエリア１２カ所で針状のＭｇ２

Ｓｉ析出物の長軸が５～５０ｎｍの析出物の個数を計測し、１２カ所の平均値をＭｇ２Ｓ
ｉ析出物の量として算出した。
【００７３】
（Ｍｇ２Ｓｉ析出物のアスペクト比、長軸、短軸）
　得られたアルミニウム合金線の径方向断面を透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）で７００×８
５０ｎｍの範囲を撮影し、３５０×４２５ｎｍのエリア１２カ所で針状のＭｇ２Ｓｉ析出
物の長軸が５～５０ｎｍの析出物各４０個について、長軸、短軸、アスペクト比を計測し
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、４０個および１２カ所の平均値をＭｇ２Ｓｉ析出物のアスペクト比、長軸、短軸として
算出した。
【００７４】
（耐衝撃性）
　図３に示すように、長さ５００ｍｍの被覆電線１の導体（アルミニウム合金撚線）の一
端に端子金具２を圧着してなるワイヤーハーネス３の端子金具２を治具４で固定するとと
もに、ワイヤーハーネス３の他端に取り付けられた錘５を端子金具２の固定位置の高さま
で引き上げ、錘５を自由落下させた。この落下試験により端子金具２の圧着部で被覆電線
１の導体（アルミニウム合金撚線）に断線が生じない最大荷重（ｇ）を耐衝撃性の指標と
した。最大荷重が１００ｇ以上であった場合を耐衝撃性に優れるとし、最大荷重が３００
ｇ以上であった場合を耐衝撃性に特に優れるとした。
【００７５】
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【表１】

【００７６】
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【表２】

【００７７】
　実施例１～７のアルミニウム合金線は、Ｍｇ２Ｓｉ析出物が針状であり、そのアスペク
ト比が特定範囲にあるため、耐衝撃性に優れる。一方、比較例１～２のアルミニウム合金
線は、Ｍｇ２Ｓｉ析出物は針状であるが、そのアスペクト比が特定範囲から外れるため、
耐衝撃性に劣る。
【００７８】
　以上、本発明の実施の形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施の形態に何ら
限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
【符号の説明】
【００７９】
１０　被覆電線
１２　アルミニウム合金撚線（導体）
１４　絶縁被覆
１６　アルミニウム合金線（導体素線）
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